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（資料14）児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進についての一部改正新旧対照表（秦）  

雇児発第0330008号  
平成17年3月30日   

【一部改正】平成18年4月3日雇児発第0403021号  
【一部改正】平成20年6月27日雇児発第0627003号  

雇児発第0330008号  
平成17年3月30日   

【一部改正】平成18年4月3日雇児発第0403021号  
【一部改正】平成20年6月27日雇児発第0627003号  
【一部改正】平成22年 月 日雇児発第  号  

都道府県知事   

指定都市市長  

都道府県知事   

指定都市市長  

殿  殿  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

児童養護施設等のケア形．態の小規模化の推進について   児童養護施設等のケア形態の小規模化の推進について   

近年、児童養護施設等には、虐待を受けた子ども等の入所が増加しつつあるが、  
虐待を受けた子ども等が他者との関係性を回復させることや愛着障害を起こしてい  
る子どものケアには、これまでの大規模な集団によるケアでは限界があり、できる  
限り家庭的な環境の中で職員との個別的な関係を重視したきめ細やかなケアを提供  
していくことが重要とされている。  

＿＿J  このため、児童養護施設等において、小規模なグループによるケアを行う体制を  
整備するため、別紙1から4の通り、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療  
施設及び児童自立支援施設の各施設における小規模グループケア実施要綱を定め、  
平成17年4月1日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期さ  
れたく通知する。   

なお、平成16年5月6日雇児発第0506002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  
通知「児童養護施設のケア形態の小規模化の推進について」は、本通知の施行に伴  

い廃止する。   
おって、この通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245粂の4第1項の  

規定に基づく技術的な助言である。   

近年、児童養護施設等には、虐待を受けた子ども等の入所が増加しつつあるが、  
虐待を受けた子ども等が他者との関係性を回復させることや愛着障害を起こしてい  
る子ど 

． 

していくことが重要とされている。   
このため、児童養護施設等において、小規模なグループによるケアを行う体制を  

整備するため、別紙1から4の通り、児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治猟  
施設及び児童自立支援施設の各施設における小規模グループケア実施要綱を定め、  
平成17年4月1日から実施することとしたので、その適正かつ円滑な実施を期さ  
れたく通知する。   

なお、平成16年5月6日雇児発第0506002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  
通知「児童養護施設のケア形態の小規模化の推進について」は、本通知の施行に伴  

い廃止する。   
おって、この通知は地方自治法（昭和22年法律第67号）第245条の4第1項の  

規定に基づく技術的な助言である。  



児童養護施設における小規模グループケア実施要綱  児童養護施設における小規模グループケア実施要綱  

1．～5．（略）  1．～5．（略）   

6．職員  

小規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。  

なお、以下のいずれかに該当する場合においては、管理宿直等職員を1名加配   

することができる。  

①定員40人以下の施設。  

②小規模グループケアを新設する施設。ただし、新設した年度から3か年を限度  

とする。  

6．職員  

小規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員  

又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。  

N  

7．～8．（略）  7．～8．（略）  

9．施設の指定等  

（略）  

9．施設の指定等   

小規模グループによるケアを実施しようとする者（職員間の連携が取れる範囲内   

で、本体施設から離れた場所で実施するものを含む。）は、都道府県知事（指定  

都市にあっては、市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の   

市長とする。以下同じ。）が定める期間内に都道府県知事へ事業実施の申請を行   

い、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するものとする。   

なお、都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。）民生主管部（局）  

長は、当該年度の4月末日までに別添様式1により、この申請及び指定の結呆   



を、また、実施状況については、翌年度4月末日までに別添様式2によ・り、当局  

家庭福祉課長まで報告すること。  

（1）当該施設において「児童福祉施設最低基準」（昭和23年12月29日厚生   

省令第63号）が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われて   

いる場合に限ること。  

（2）1本体施設について、．2小規模グループケアまで指定できること。  

（1）（略）  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアまで指定できること。  

キ晒、規模グ′レープケアまで指  

定できること。  

①小規模グループケアを5年以上本実施要綱に準じた形で実施している施設。   

②1本体施設につい七、す 

パ凱  

脚、規模グループケアに圃   

する研修を継続して実施できる主許鄭ナ入れ施設と主て通草で奉ると認めた嘩   

乱  止血吐出＿」  
に、施設種別（児童養準鱒設∴乳児院、博昭障害児短期治療施設、児童自立革  

瑚キだし、草野道府県ごとに、施設嘩  

側0施設を準える場合は、払熱こ応じさらに1施設指膚  

でさるこヒr ∴上下、同伴に3（り…・三澤1ヤtモJかこさ立i三＿⊥立道立三三二≧＿二虹三＿ユニ」 

（3）～（5） 〈略）  

（3）～（5）（略）   



（別紙）小規模グループケア実施要綱別添様式1新旧対照表（案）  

新   旧   

別添様式1   別添様式1   

番  号   番  号   
平成 年 月  日   平成 年 月  日   

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  

都連府県  都道府県   
指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳   指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳  
児童相談所設置市  児童相談所設置市  

平成年度児童養護施設における小規模グループケア指定状況について  平成年度児童養護施設における小規模グループケア指定状況について  

標記について、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省■雇用均等・児     標記について、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児   
童庭局長通知（別紙1）の．「9施設の指定等」に基づき報告する。  童庭局長通知（別紙1）の「9施設の指定等」に基づき報告する。  

1．平成年度児童養護施設の小規模グノレープケア指定状況  1．平成年度児童養護施設の小規模グループケア指定状況   

所管児童養護施 ケア申請施設数  うち指定施設数   

‘         小規模グループ   小規模グループ   
（注1）都道府県市に申請があった施設の数を記入すること。   （注1）都道府県市に申請があった施設の数を記入すること。   

（注2）都道府県市に申請があったもののうち、措定された施設の数を記入すること。   （注2）都道府県市に申請があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。   

（ ）には、指定されたものの内、研修の受け入れ施設として指定された施設の   （ ）には、措定されたものの内、平成20年虔までの経過措置がある施設の  

数を記入すること。  救を記入すること。  

2．平成年度児童養護施設における小規模グループケア指定施設一覧  2．平成年度児童養護施設における小規模グル」プケア指定施設一覧   
・・・別紙   ・・・別紙  



（別紙）別添様式1一別紙新旧対照表（案）  

新  旧   

別系氏  別紙   

平成 年度児童養護施設における小規模グループケア指定施設一覧  平成 年度児童養護施設におけ卑小規模グループケア指定施設一覧 
（都道府県市名：  ）  

（都道府県市名：  ）  

番  小規模グループケア  番  小規模グループケア  

指定施設名   経営主体  ループ  指定施設名   経営主体  

号  事業開始年月日   数   号  事・業開始年月日  

H  

－  l  

※研修の受け入れ施設として指定された施設については、番号欄の番号に○を記  
入すること。  



（別紙）小規模グループケア実施要綱別添様式2新旧対照表（案）  

新   旧   

別添様式2   別添様式2   

番  号   番  号   
平成 年 月  日   平成 年 月  日   

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  

都道府県  都道府県   
指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳   指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳   
児童相談所設置市  児童相談所設置市  

平成年度児童養護施設における小規模グループケア実施状祝について  平成年度児童養護施設における小規模グループケア実施状況について  

標記について、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児     標記について、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児   
童庭局長通知（別紙1）の「9施設の指定等」に基づき報告する。  童庭局長通知（別紙1）の「9施設の指定等」に基づき報告する。  

1．平成年度児童養護施設の小規模グループケア指定状況  1．平成年度児童養護施設の小規模グループケア指定状況   

所管児童養護施 小規模グループ   
ケア指定施設数  うち研修の受け入   ケア指定施設数  うち経過措置のあ   

所管児童養護施 小規模グループ     設数  設数  

（注）都道府県市に中指があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。  （注⊥）都道府県市に申請があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。  

（注2）措定された施設のうち、平成20年度までの経過措置がある施設の数を記入  

土色三上」．  

2．平成年度児童養護施設における小規模グループケア指定施設別   2，平成年度児童養護施設における小規模グループケア指定施設別   
実績報告書   実績報告書   

・・・別紙   ・・・別紙  



（別紙）別添様式2一別紙新旧対照表（案）  

（新）  （旧）   

別紙  別紙  

平成年度児童養護施設における小規模グループケア施設別実績報告書   平成年度児童養護施設における小規模グループケア施設別実凍報告書   

（都道府県市名： ）  （都道府県市名・  

施設名 l入所定員（暫定定員）l  人（ 人）  施設名 l入所定員（暫定定員）l  人（ 人）  
経営主体 t 入所児童数（年度当初）l  人  経営主体 l入所している子どもの数（年度当叫  人  
運営形舷t（いずれかに○）本体施設内■・本体施設外（徒歩■分又は自動車で 分）  運営形態l（いずれかに○）本体施設内・本体施設外（徒歩 分又は自動車で 分）  

研修の安鮒こついて匝吐△塾工延ゴ △」塾数 且11送旦且』1延ゴ ムゝ且数 恩1  経過捨置の有無I一人数について） 過枯骨あり（ 人で安鮨卜経過措 ≠  
【′ト規模グループケアの設備等の状況】く設置されているものに○をつけること）  小ず九かに∩川詑胤こついて）．洩枯骨あり・紘渦枯骨なし  

・台所・食堂・浴室・便所・玄関（専用出入口）・職員室  レト規模グループケアの設備等の状況】（設置されているものに○をつけること）  

・子どもの居室の内訳  ・台所・食堂・浴室・便所・玄関（専用出入ロ）■職員室  

個室  室、2人部屋 羞、3人部屋 重、4人都塵 重  ・子どもの居室の内訳  

・専有面積（  d）うち居室面積（  d）  個室 塞、2人部屋重、3人部屋重、4入部屋重  
【対象となる子どもの状況】   ・専有面積（・d）うち居室面積（d）  

【対象となる子どもの状況】   

年齢性別本体施設での入所期間グループケア対象年月日  

A児 男・女  年か月  年齢性別本体施設での入所期間グループケア対象年月日  

B児  男・女  年  か月  A児  男・女  年   か月  

C児  男・女  年  か月  B児  男・女  年  か月  

D児  男・女  年   か月  C児  男・女  辛   か月  

E児  男・女  年  か月  D児  男・女  年   か月  

F児  男・女  年  か月  E児  男・女  年  か月  

（注）年度当初の状況を記入すること。年度途中からの実施の場合は、事業尉始時点の  F児  男・女  年   か月  

状況を記入すること。  （注）年度当初の状況を記入すること。年度途中からの実施の場合は、事業開始時点の  

状況を記入すること。  

【備考】  
（／卜姐桂グループケアの妾旅状況について）  【備考】  

（研修の窒臓について）  

（記入上の注意）  （記入上の注意）  

①備考欄には、本革業を実施した効果、実施する上で苦労した点等を記入すること。（別紙でも可。  

①備考欄に軋本事業を実施した出よる盛盈、実施する上で苦労した点及び研修を支族した施設（       れ．送り出L）について比」肝臓の妾旅について（期間、人数．研修内容尊）等記入すること。（別紙でも可。）  ②新規に事業を開始する場合は、′ト規模グループケアを含む平面図を参考に添付すること。  

②新規に事業を開始する場合は、小規模グループケアを含む平面図を参考に添付すること。  



乳児院における小規模グループケア実施要綱  乳児院における小規模グループケア実施要綱  

1．～5．（略）  1．～5．（略）   

6．職員   

小規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。  

なお、以下のいずれかに該当する場合においては、管理宿直等職員を1名加配   

することができる。   

①定員20人以下の施設。   

②小規模グループケアを新設する施設。ただし、新設した年度から3か年を限度  

とする。  

6．職員  

小規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。  

7．～8．（略）  7．～8．（略）  

9．施設の埠定等   

小規模グループによるケアを実施しようとする者（職員間の連携が取れる範囲内   

で、本体施設から離れた場所で実施するものを含む。）は、都道府県知事（掛定   

都市にあっては、市長とし、児童相談所設置市にあっては、児童相談所設置市の   

市長とする。以下同じ。）が定める期間内に都道府県知事へ事業実施の申請を行   

い、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するものとする。   

●なお、都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。）民生主管部（局）   

9．施設の指定等  

（略）  



長は、当該年度の4月末日までに別添様式1により、この申請及び指定の結果  

を、また、実施状況については、翌年度4月末日までに別添様式2により、当局  

家庭福祉課長まで報告すること。  

（1）当該施設において「児童福祉施設最低基準」（昭和23年12月29日厚生  

省令第63号）が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われて   

いる場合に限ること。  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアの指定とすること。  

（1）（略）  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアまで指定できること。  

ただし、以下Qγ③のすべてに該当する兇合は3小規模グループケアまで指  

定できること。   

①′j、規模グル⊥プケアを5年以上本実施剰剛こ準じた形で実施している㈲乱  

＿＿且1＿旦述塵盟£二⊥工」土でに2小規模ゲ守一ブナ丁の指定む受けている施  

設L  

③都道府県が当該施設の設備、職員配置等を勘案し、小規模グ′レープケアに関  

する疎修を継綺して実施できる主要釘ナ入れ施設として適当であると認めた属  

設。   

なお、毎年軋研修を希望する施設のニーズ等を勘案し、各都道府県ごと  

Ⅰこ、施設種別」児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療施設、児童自立支  

瀬摘鱒府県ごとに、施設種  

▼別を通じた総革枚数が20施設を超える場合臥必要に応じさらに1施設指屋  

できること。以下、同様に30施股増える掛こさらに1謹選華定できること？  

（3）～（5）（略）  （3）～（5）（略）   



（別紙）小規模グループケア実施要綱別添様式1新旧対照表（案）  

新   旧   

別添様式1   別添様式1   

番 号   番  号   
平成 年．月  日   平成 年 月  日   

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  

都道府県  都道府県   
指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳   指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳  
児童相談所設置市  児童相談所設置市  

平成年度乳児院における小規模グループケア指定状況について  平成年度乳児院における小規模グループケア指定状況について  

標記について、車成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・．児     標記について、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児   
童庭局長通知（別癒1）の「9施設の指定等」に基づき報告する。  童庭局長通知（別紙1）の「9．施設の指定等」に基づき報告する。  

1．平成年度乳児院の小規模グループケア指定状況  1，平成年度乳児院の小規模グループケア指定状況   

小規模グループ   

小規模グループ    所管乳児院数   ケア申請施設数  うち指定施設数   所管乳児院数  ケア申請施設数  うち指定施設数  

（注1）都道府県市に申請があった施設の数を記入すること。  （注1）都道府県市に申請があった施設の数を記入すること。   

（注2）都道府県市に申請があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。  （注2）都道府県市に申請があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。  

（）には、指定されたものの内、研修の受け入れ施設として指定された施設の   

数を記入すること。  

2．平成年度乳児院における小規模グループケア指定施設一覧  2．平成 
・・・別紙   ・・・別紙  



（別紙）別添様式1一別紙新旧対照表（案）  

新  旧   

別紙  別紙   

平成 年度乳児院における小規模グル設‾覧 平成 年度乳児院における小規模グループケア指定施設一覧  
，  

（都道府県市名：  ）  

番  小規模グループケア  番  小規模グループケア  

指定施設名   経営主体  ループ  指定施設名   経営主体  

号  事業開始年月日   数  号  事業開始年月日  

※                      研修の受け入れ施設として指定された施設については、垂号欄の番号に○を記  l  

入すること。  



（別紙）小規模グループケア実施要綱別添様式2新旧対照表（案）  

新   旧   

別添様式2   別添様式2   

番  号   番  号   
平成 年 月  日   平成 年 月  日   

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  

都道府県  都道府県   
指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳   指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳  
児童相談所設置市  児童相談所設置市  

平成年度乳児院における小規模グループケア実施状況について  平成年度乳児院における小規模グループケア実施状況について  

標記について、平成17年3月30月雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児     標記について、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児   
童庭局長通知（別紙1）のr9施設の指定等」に基づき報告する。  童庭局長通知（別紙1）の「9施設の指定等」に基づき報告する。  

1．平成年度乳児院の小規模グループケア指定状況  1．平成年度乳児院の小規模グループケア指定状況  

所管乳児院数小規模グループケア指定施設数（注）  小規模グループ． 所管乳児院数ケア指定施設数うち研修の受け入 （往）塾施設数  
（注）都道府県市に申請があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。  （注）都道府県市に申請があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。  

2．平成年度乳児院における小規模グループケア指定施設別実績報告書  2．平成年度乳児院における小規模グループケア指定施設別実績報告書   
・・・別紙   ・・・別紙  



（別紙）別添様式2一別紙新旧対照表（案）  

（新ト  （旧）   

別紙  別紙  

平成年度乳児院における′j倒模グループケア施設別実繚報告書・  平成年度乳児院における小規模グループケア施設別実績報告書   

（都道府県市名： ）  

施設名 入所定鼻（暫定定員） 人（ 人）   施設名 入所定員（暫定定員）  人（ 人）   

経営主体 入所児童数（年度当初） 人  経営主体 入所している子どもの欽（年度当叫  人  

運営形態l（いずれかに○）本体施設内・本体施設外（徒歩 分又は自動車で 分）  運豊彪飽I（いずれかに∩）太佐放言空内・太政旅館外雁姑 令又は自動童で 分）  

研修の妾旅について短け入れ べ ム」已数 且い送旦出⊥エ延± A」聖教 恩と  レj、規模グループケアの設備等の状況】（設置されているものに○をつけること）  

レ小規模グループケアの設備等の状況】（設置されているものに○をつけること）  ・台所・食堂・・浴室・便所・玄関（専用出入口）・職員室  

・台所・食堂・浴室・便所・玄関（専用出入口）・職員室  ・子どもの居室の内訳  

・子どもの居室の内訳  個室  

個室 室、2人部屋室、3人部屋塞、4人部屋塞  ・専有面積（  d）うち寝室面横（  d）及びほふく窒面積（  d）  

・専有面積（ d）うち居裏面穣（ d）  【対象となる子どもの状況】   

【対象となる子どもの状況・】  
年齢性別本体施設での入所期間グループケア対象年月日  

年齢 性別 本体施設での入所期間 グループケア対象年月日  A児  男・女  年   か月  

B児  男・女   年   か月  

C児  男・女  牢   か月  

D児  男・女  年   か月  

A児   男・女    年  か月                B児    男・女    年   か月                  C児   男・女    年  か月                  D児    男・女    年   か月  
（注）年度当初の状況を記入すること。年度途中からの実施の場合は、事業開始時点の  

（注）年度当初の状況を記入すること。年度途中からの実施の場合は、事業開始時点の  状況を記入すること。  

状況を記入すること。  
【備考】  

【備考】  
川、粗描グループケアの宝輪状況について） 

r研臆の宝兢について）  

（記入上の注意） 

ロ  

（記入上の注意）  ②新規に事業を開始する場合は、′ト規模グループケアを含む平面図を参考に添付すること。  

け入  
。）  

②新規に卒業を開始する場合は、小規模グループケアを含む平面図を参考に添付すること。  



情緒障害児短期治療施設における小規模グループケナ実施要綱  情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア実施要綱  

1．～5．（略）  1．～5．（略）  

6，職員   

小規模グループケアたよるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。   

なお、瑚を1名加配   

することができる。  

①定員40人以下の施設。  

②／J、規模グループケアを新設する施設。ただし、新設した年度から3か年を限度  

とする。  

6．職員   

小規模グループケアkよるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名．を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。  

7．～8．（略）  7．～8．（略）  

9．施設の指定等  

（略）  

9．施設の指定等   

小規模グループによるケァを実施しようとする者（職員間の連携が取れる範囲内  

で、本体施設から鱒れた場所で実施するものを含む。）は、都道府県知事（指定   

都市にあっては、市長とし、児童相談所設置市にあって、は、児童相談所設置市の   

市長とする。以下同じ。）が定める期間内に都道府県知事へ事業実施の申請を行   

い、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するものとする。   

なお、都道府県（措定都市及び児童相談所設置市を含む。）民生主管部（局）   



長は、当該年度の4月末日までに別添様式1により、この申請及び指定の結束  

を、また、実施状況については、翌年度4月末日までに別添様式2により、当局  

家庭福祉課長まで報告すること。  

（1）当該施設において「児童福祉施設最低基準」（昭和23年12月29日厚生   

省令第63号）が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われて   

いる場合に限ること。  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアの指定とすること。  

（1）（略）  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアまで指定できること。  

ただし、以下①卿ア草で碍  

定できること。  

E坤現模グル「プケアを5年以上本実施要綱に準じた形で実施している施亘‰  

②1本体施設について、すでに2′J、規模グループケアの指定を受けていを施 

設L  

朝こ関  

する研修む継続して琴施できる主要受け入れ施設として適当であると認めた喝  

設 。  

血凹地   

に∴施設種別（児童養護施設、寧し児曝し情緒障害児鱒現時療施設、児童自立莫  

㈲だし、冬都道府県ごとに、施設種  

嘩滑牢  

瑚こと。  

（3）～（5）（略）  （3）～（5）（略）   



（別紙）小規模グループケア実施要綱別添様式1新旧対照表（案）  

新   旧   

別添様式・1   別添様式1   

番｛  号   番  号   

平成 年 月  日   平成 年 月  日   

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  

都道府県  都道府県   

指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳   指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳  
児童相談所設置市  児童相談所設置市  

平成年度情緒障害児短期治療施設における′J、規模グループケア  平成年度情緒障害児短期治療施設にお－ナる小規模グループケア   

指定状況について  指定状況について  

標記について、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児   標記について、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児   
重度局長通知（別紙1）の「9施設の指定等」に基づき報告する。  重度局長通知（別紙1）の「9施設の指定等」に基づき報告する。  

1．平成年度情緒障害児短期治療施設の小規模グループケア指定状況  1．平成年度情緒障害児短期治療施設の小規模グループケア指定状況   

所管情緒障害児 小規模グループ   
短期治療施設数 ケア申請施設数  うち指定施設数   短期治療施設数 ケア申請施設数  うち指定施設数   所管情緒障害児 小規模グループ               ．ほ1）      （往2）   （注1）      （注2）   
（注1）都道府県市に申請があった施設の数を記入すること。   （注1）都道府県市に申請があった施設の数を記入すること。   

（注2）都道府県市に申請があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。   （注2）都道府県市に申請があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。   

（）には、指定されたものの内、研修の受け入れ施設として指定された施設の   （）には、指定されたものの内、平成20年度までの経過措置がある施設の   

数を記入すること。   散を記入すること。   

2．平成 年度情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア   
指定施設一覧   

2．平成 年度情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア  
指定施設一覧   

・・・別紙   ・・・別紙  



（別紙）別添様式1一別紙新l日対照表（案）  

新 旧   

別紙  別紙   

平成  年度情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア指定施設一覧        平成  年度情緒障害児短期治療施設における小規模グルTプケア指定施設一覧   

（都道府県市名：  ）  （都道府県市名：  ）  

番  小規模グループケア  番  小規模グループケア  
指定施設名   経営主体  ループ  

lコ  

指定施設名   経営主体  
事業開始年月日   整  号  事業開始年月日  

※研修の受け入れ施設として指定された施設については、番号欄の番号に○を記  
入すること。  



（別紙）小規模グループケア実施要綱別添様式2新旧対照表（案）  

新   旧   

別添様式2   別添様式2   

番  号   番  号   
平成 年 月  日   平成 年 月  日   

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  

都道府県  都道府県   
指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳   指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳  
児童相談所設置市  児童相談所設置市  

平成年度情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア  平成年度情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア   
実施状況について  実施状況について  

標記について、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児   標記について、平成，17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児   
童庭局長通知（別紙1）の「9施設の指定等」に基づき報告する。  量産局長通知（別紙1）の「9施設の指定等」に基づき報告する。  

1．平成年度情緒障害児短期治療施設の小規模グループケア指定状況  1．平成年度情緒障害児短期治療施設の小規模グループケア指定状況   

所管情緒障害児 小規模グループ   
短期治療施設数 ケア指定施設数  うち研修の受け入   短期治療施設数 ケア指定施設数  うち経過措置のあ   

れ施設数   

所管情緒障害児 小規模グループ               （注）  （注1）       る施設数（注2）   
（琵）都道府県市に申請があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。  （注⊥）都道府県市に中綿があったもののうち、措定された施設の数を記入すること。  

（注2）指定された施設のうち、平成21年度までの経過措置がある施股の数を記入すること。   

2．平成年度情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア  2．平成年度情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア   
施設別実績報告書   施設別美顔報告書   

・・・別紙   ・・・別紙  



（別紙）別添様式2一別紙新旧対照表（案）  

（新）  （旧）   

別紙  即紙  

平成年度情緒障害児短期治凍施設における小規模グループケア施設別実績報尊書   平成年度情嘩障害児短期治療施設における小規模グループケア施設別実演報告脊   

（都道府県市名・ ）  
（都道府県市名： ）  

施設名 l入所定見（暫定定員）l  人（ 人）   施設名 l 入所定見（暫定定員）l  人（ ′ 人）   

経営主体 l入所児童数（年度当初）l  人  経営主体 一入所している子どもの放（年度当初）l  人  

運営形棲l（いずれかに○）本体施設内・本体施設外（徒歩 分又は自動車で 分）  運営形億t（いずれかに○）本体施設内・本体施設外（徒歩 分又は自動車で 分）  

研修の宴附こついて匝吐△塾鹿 A」已数 旦11送聖崖』臆さ ム」整数 且1  経過増僧の有無l（いずれかに○）路渦措骨あり・拓渦緒骨なし  

【／ト規模グループケアの設備等の状況】（設置されているものに○をつけること）  レj、規模グループケアの設備等の状況】（設置されているものに○をつけること）  

・台所・食堂．・浴室・便所・玄関博用出入口）・職員室  ・台所 ・食堂 ・浴室 ・便所 ・玄関（専用出入口）■職員室  

・チビもの居室の内訳  ・子どもの居室の内訳  

個室 壷、2人都塵 塞、3人部屋 墓、4人部屋 塞  個室 室、2人部屋 重、3人部屋 重、4人部屋 重  

・専有面積く   ポ）うち居室面積（  ポ）  ・専有面積（  d）うち居室面積（  d）  

【対象となる子どもの状況】  【対象となる子どもの状況】  

年齢 性別 本体施設での入所期間 グループケア対象年月日  年齢 性別 本体施設での入所期間 グループケア対象年月8  

A児  男・女  年  か月  A児  男・女  年   か月  

B児  男・女  年  か月  B児  男・女  牢   か月  

C児  男・女  年   か月  C児  男・女  年   か月  

D児  男・女  年   か月  D児  男・女  年   か月  

E児  男 卜女  年  か月  E児  男・女  年  か月  

（往）年度当初の状況を記入すること。年度途中からの実施の場合は、事業開始時点の  （注）年度当初の状況を記入すること。年度途中からの実施の場合は、事業開始時点の  

状況を記入すること。  状況を記入すること。  

【備考】  【備考】  

レト捜撞グループケアの要二桁状況について）  

（研修の要娩について）  

（記入上の注意）  （記入上の注意）  

け入  ロ  
。）  ②新風こ事業を開始する場合は、′ト規模グループケアを含む平面図を参考に添付すること。  

②新規に事業を開始する場合は、小規模グループケアを含む平面図を参考に添付すること。  



児童自立支援施設における小規模グループケア実施要綱  児童自立支援施設における小規模グループケア実施要綱  

1．～5．（略）  1．～5．（略）  

6．職員   

小規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1名．を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。  

6．職員  

小規模グループケアによるケアを行う場合には、専任の職員として児童指導員   

又は保育士1・名を加配し、他の職員と連携してケアを行うこと。  

なお、榊力帽己   

することができる。  

①定員40人以下の施設。   

②小規模グループケアを新設する施設。ただし、新設した年度から3か年を限度  

とする。  

7．～8．（略）  7．～8．（略）  

9．施設の指定等   

小規模グループによるケアを実施しようとする者（職員間の連携が取れる範囲内   

で、本体施設から離れた場所で実施するものを含む。）は、都道府県知事（指定  

都市にあっては、市長とし、児童相談所設置市にあっては′、児童相談所設置市の  

市長とする。以下同じ。）が定める期間内に都道府県知事へ事業実施の申請を行   

い、次により都道府県知事が各年度ごとに指定するものとする。   
なお、都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。）民生主管部（局）  

長は、当該年度の4月末日までに別添様式1により、この申請及び指定の結呆   
を、また、実施状況については、翌年度4月末日までに別添様式2により、当局   

9．施設の指定等  

（略）  



家庭福祉課長まで報告すること。  
（1）当該施設において「児童福祉施設最低基準」（昭和23年12月29日厚生   

省令第63号）が遵守されており、かつ、法人及び施設運営が適正に行われて   
いる場合に限ること。  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアの指定とすること。  

（1）（略）  

（2）1本体施設について、2小規模グループケアまで指定できること。  
ただし、以下①～③のすべてに該当する場合は3小規模グ／レープケアまで碍  

定できること。   
G川、療穣グ′レープケアを5年以上本実施割剛こ準じた形で実施している鰍凱   

②1本体鹿設について、す「引こ2′」、規模グ′レープケアの指定を受けている施  

設 。  

③都道府県が当該施設の設備、職員配置等を勘案し、小規模グループケアに関  

する研修を継続して実施できる主要受け入れ施設として適当であると囲めた施  

設 
。  

娼臆。現 願r弧問諸 国㌫臣節砧紘里丁監巴日現員児．日間匝臨臆莞唱  

に、施設種男り（児童養護施設、乳児院、情緒障害児短期治療鱒設、児童自立支  

援施設）を通じて1施設指定できることpただし、各都道府県ごとに、施設種  

廟、必琴に応じさらに1施設指定   

できること。以下、同様に30施設増える毎にさ引こ1施設指定できるこt㌔∵  

（3）～（5）（略）  （3）～（5）（略）   



（別紙）小規模グループケア実施要綱別添様式1新旧対照表（案）  

新   旧   

別添様式1   別添様式1   

番  号   番  号   

平成 年 月  日   平成・年 月  日   

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  

都道府県  都道府県   
指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳   指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳  
児童相談所設置市  児童相談所設置市  

平成年度児童自立支援施設における小規模グループケア指恵状況について  平成年度児童自立支援施設における小規模グループケア指定状況について  

標記について、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児     標記について、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児   
童庭局長通知（別紙1）の「9施設の指定等」に基づき報告する。  童庭局長通知（別紙1）の「9，施設の指定等」に基づき報告する。  

1．平成年度児童自立支援施設の小規模グループケア指定状況  1．平成年度児童自立支援施設の小規模グループケア指定状況   

所管児童自立支 小規模グループ   

ケア申請施設数  うち指定施設数   ケア申請施設数  うち指定施設数   

所管児童自立支 小規模グループ     援施設数  援施設数  
（注1）都道府県市に申請があった施設の数を記入すること。   （注1）都道府県市に申請があった施設の数を記入すること。   

（注2）都道府県市に中書青があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。   （注2）都道府県市に申請があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。   
（）には、指定されたものの内、研修の受け入れ施設として指定された施設の   （）には、措定されたものの内、平成20年度までの経過措置がある施設の   

数を記入すること。   数を記入すること。   

2．平成 年度児童自立支援施設における小規模グル∵プケア指定施設一覧   2．平平成 年度児童自立支援施設における小規模グループケア指定施設一覧   

・・・別紙   ・・・別紙  



（別紙）別添様式1一別紙新旧対照表（案）  

新  旧   

別紙  別紙   

平成 年度児童自立支援施設における小規模グループケア指痘施設「覧  平成  年度児童自立支援施設における小規模グループケア指定施設一覧   
（都道府県市名：  ）  （都道府県市名：  ）  

番  小規模グループケア  番  小規模グループケア  

指定施設各   経営主体  ループ  指定施設名   経営主体  

号  事業開始年月日   数  号  事業開始年月日  

※研修の受け入れ施設として指定された施設については、番号欄の番号に○を記  

入すること。  



（別紙）小規模グループケア実施要綱別添様式2新旧対照表（案）  

新   旧   

別添様式2   別添様式2   

番  号   番  号   

平成 年 月  日   平成 年 月 日   

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  

都道府県  都道府県   

指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳   指 定 都 市  民生主管部（局）長 ⑳  
児童相談所設置市  児童相談所設置市  

平成年度児童自立支援施設における小規模グループケア実施状況にろいて  平成年度児童自立支援施設における小規模グループケア実施状況について  

標記について、平成17年3月30日雇児発第03300叩号厚生労働省雇用均等・児     標記について、平成17年3月30日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児   
童庭局長通知（別紙1）のr9施設の指定等」に基づき報告する。  童庭局長通知（別紙1）の「9施設の指定等」に基づき・報告する。  

1，平成年度児童自立支援施設の′J、規模グループケア指定状況  1．平成年度児童自立支援施設の小規模グループケア指定状況  

所管児童自立支小規模グループ   
ケア指定施設数  うち研修の受け入   ケア措定施設数  うち経過措置のあ   

旦施設数過吐  所管児童自、立支小親模グループ      援施設数  援施設数  
（注）都道府県市に申請があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。  （注⊥）都道府県市に申請があったもののうち、指定された施設の数を記入すること。  

（注2）指定された施設のうち、平成21年産までの経過措僅がある施設の数を記入すること凸  

2．平成年度児童自立支援施設における小規模グループケア施設別   2．平成年度児童自立支援施設における小規模グループケア施設別   
実績報告書   実績報告書   

・・・別紙   ・・・別系氏  



（別紙）別添様式2一別紙新旧対照表（案）  

（新）  （旧）   

別紙  別紙  

平成年度児童自立支援施設における′ト規模グループケア施設別実練報告書   平成年度児童自立支援施設における小規模グループケア施設別実績報告書   

（都道府県市名・ ）  （都道府県市名： ）  

施設名 入所定員（暫定定見） 人（ 人）   施設名 入所定員（暫定定員） 人（ 人）   

経営主体 入所児童数（年度当初） 人  経営主体 入所している子どもの散（年度当初） 人  

運営形態】（いずれかに○）本体施設内・本体施設外（徒歩 分又は自動車で 分）  運営形態t（いずれかに○）本体施設内・本体施設外（徒歩 分又は自動車で 分）  

研低の婁矧こついて隆吐△起上延ゴ ム」塾数 旦11送出址1延± ムL国数 旦1  経渦描僧の有無l（いずれかに○）経過措置あり・経過格領ナ亡し  

レト規模グループケアの設備等の状況】く設置されているものに○をつけること）  レト規模グループケアの設備等の状況】（設置されているものに○をつけること）  

・せ所・食堂・浴室・便所・玄関（専用出入口）・職員室  ・台所・食堂・浴室 ・便所 ・玄関（専用出入ロ）・職員室  

・子どもの居壷の内訳  ・子どもの居室の内訳  

個墓  室、2人都塵 壷、3人部屋 重、4人部屋 室  個室 

・専有面積（   ポ）うち居室面横（   d）  ・専有面積（  d）うち居室面積（  d）  

【対象となる子どもの状況】  【対象となる子どもの状況】  

年齢 性別 本体施設での入所期間 グループケア対象年月日  年齢 性別 本体施設での入所期間 グループケア対象年月日  

A児  男・女  年  か月  A児  男・女  年   か月  

B児  男・女  中   か月  B児  男・女  年   か月  

C児  男・女  中   か月  C児  男・女  年   か月  

D児  男・女  年   か月  D児  男・女  年   か月  

E児  男・女  年  か月  E児  男 ■ 女  年   か月  

F児  男・女  年  か月  （注）年度当初の状況を記入すること。年度途中からわ実施の場合は、事業開始時点の  

（注芳年度当初の状況を記入すること。年度途中からの実施の場合は、事業開始時点の  状況を記入すること。  

状況を記入すること∴  
【備考】  

【備考】  
川、類題グループケアの宝飾状況について）  

條の要地について）  

（記入上の注意）  （記入上の注意）  

ロ  

け入 。）  ②新規に事業を開始する場合は、′ト規模グループケアを含む平面図を参考に添付すること。  

②新規に草葉を開始する場合は、′ト規模グループケアを含む平面図を参考に添付すること。 



（資料15）児童養護施設等の小規模なグループによるケアの推進における実施指針一部改正新旧対照表（案）  

雇児福発第0330001号  

平成17年3月30日   

【一部改正】平成18年4月3日雇児福発第0403003号  

雇児福発第0330001号  

平成17年3月30日  

【一部改正】平成18年4月3日雇児福発第0403003号  

【脚 号  

都道府県  

各  民生主管部（局）長 殿  

指定都市  

都道府県  

各  民生主管部（局）長 殿  

指定都市  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長  

児童養護施設等の小規模なグループによるケアの推進における実施指針   児童養護施設等の小規模なグループによるケアの推進における実施指針   

児童養護施設等の小規模なグループによるケアの推進については、平成17年3月3  

0日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童養護施設等のケ  

ア形態の小規模化の推進について」（以下「小規模グループケア実施要綱」という。）に  

よることとされているが、今般、別紙1から4のとおり、具体的な事項について指針を  

設け、平成17年4月1日から適用することとしたので、本指針に基づき、ケア形態の  

小規模化を推進されたい。   

なお、平成16年5月6日雇児福発第0506001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家  
庭福祉課長通知「児童養護施設の小規模なグループlごよるケアの推進における実施指針」  

は、本通知の施行に伴い廃止する。   

おって、本事業の実施にあたっては、昭和23年12月29日厚生省令第63号「児  
童福祉施設最低基準」を遵守すること。   

児童養護施設等の小規模なグループによるケアの推進については、平成17年3月3  

0日雇児発第0330008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「児童養護施設等のケ  

ア形態の小規模化の推進について」（以下「小規模グループケア実施要綱」という。）に  

よることとされているが、今般、別紙1から4のとおり、具体的な事項について指針を  

設け、平成17年4月1日から適用することとしたので、本指針に基づき、ケア形態の  

小規模化を推進されたい。   

なお、平成16年5月6日雇児福発第0506001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家  
庭福祉課長通知「児童養護施設の小規模なグループによるケアの推進における実施指針」  

は、本通知の施行に伴い廃止する。   

おって、本事業の実施にあたっては、昭和23年12月29日厚生省令第63号「児  
童福祉施設最低基準」を遵守すること。  



新   旧   

（別紙1）   （別紙1）  

児童養護施設における小規模グループケア実施指針  児童養護施設における小規模グループケア実施指針  

1．設備等  1．設備等   

小規模なグループによるケアを行う場合には、入所している子どもの日常生活に必  （1）小規模なグループによるケアを行う場合には、入所している子どもの日常生活に   
要な居室、台所、居間、食堂、浴室及び便所等の設備を有していること及び専用の出  必要な居室、台所、居間、食堂、浴室及び便所等の設備を有していること及び専用の出   
入口が望ましいこと。   入口が望ましいこと。   

（2） 削除  （2）（1）によりがたい場合（例えば、浴室がないなど）は、小規模グループの中で入  

所している子どもが相互交流できる場所を有する等設備上の工夫を行い、平成20年度  

までに、施設外でのケア又は施設の改修を行うことについての具体的な計画を提出する  

とともに、都道府県1（指定都市及び児童相談所設置市を含む。）に申請し、指定された場  

合に実施できるものとする。  

2．人数  2．人数   

（1）小規模なグループによるケアは、原則6人とする。  （1）ノJ、規模なグループによるケアは、原則6人とする。ただし、平成20年度までは、  

個別的ケアが可能な場所を確保することができれば、15人まで認めることとする。  

（2） （略）  （2）   （略）   

3．職員  （略）   3．職員  （略）   

4．留意事項   4．留意事項   

（1） （略）  （1）  （略）   

（2）小規模グループケア実施要綱別紙4の9の（2）③「小規模グループケアに関す  

る研修lは、以下の通りとすること三  

①研修の受け入れ施設は、おおむね3～4日程度以上で宿泊研修を含み、小規模   
グループケアに関する実践的な研修が実施できる体制が整っていること。  

②研修の実施に当たっては都道府県、管内の研修受入施設等において、地域の   好′  
実情等を勘奏し、研修の受け入れ人数、研修期間、研修カリキュラム等を定め実   
施することnその際、小規模グループケアに関する実践的な研修に加え、顔数施   

設の職員を集めて行う事例研究を含む合同研修や都道府県等合同による広域研修   

等を含んでもよいこととする。   

⊥
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③都道府県等は、研修の実施について、管内施設に対し、周知を図るとともにそ  
の参加の勧奨に努めること。  

④地域の実情や研修内容に応じて、一部通いの研修も対象として差し支えないこ  

と。  

⑤いわゆる日帰りでの施設見学のみを実施するような研修は対象としない。  

⑥年度を通じて研修の実施がない場合は指定を取り消すこと。  

⑦研修に係る費用については、「子育て支援対策臨時特例交付金（安心子ども基金）   

の運用について」（平成21年7月1日21文科初第・6269号文部科学省初等中  
等教育局長通知及び雇児発0701第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通  

知）の「児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業」（以下、「基金」と  

いう。）を活用して差し支えないこ・と。ただし、基金の活用については、事業実施  

期限までとすること。  

」旦L被虐待児個別対応職員を配置している児童養護施設にあっては、施設全体の虐待       」旦L被虐待児個別対応職員を配置している児童養護施画王あっては、施設全体の虐待   

を受けた子どものケアを行うことが本務であるので、小規模グループケアに■よるケ   を受けた子どものケアを行うことが本務であるので、小規模グルTプケアによるケ   

アに偏ることのないように留意すること。   アに偏ることのないように留意すること。   
－
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（別紙2）   （別紙2）   

乳児院における小規模グループケア実施指針  乳児院における小規模グループケア実施指針  

1．設備等（略）  1．設備等（略）   

2．人数  （略）   2．人数  （略）   

3．職員  （略）   3．職員  （略）   

4．留意事項  4．留意事項  

（1）小規模グループケア実施要綱別紙2の7の（2）「小規模なグループによるケアは1  小規模グループケア実施要綱別紙2の7の（2）「小規模なグループによるケアは、  
本体施設の敷地内の実施が望ましいが、職員間の連携が取れる範囲内であれば本体施  
設から離れた場所でも差し支えないもの」と規定しているが、これは、本体施設の職  
鼻ローテーションの中で実施が十分に可能であり、かつ⊥心理療法担当職員等が十分  
に子どものケアを行うことができる範囲内であること。  に子どものケアを行うことができる範囲内であること。   

（2）小規模グループケア実施要綱別紙4の9の（2）③「小規模グループケアに関す  

る研修」は、以下の通りとすること。  

①研修の受け入れ施設はおおむね3～4日程度以上で宿泊研修を含み、小規模  L夢・：又． ヽ  
グループケアに関する実践的な研修が実施できる体制が整っていることb  

②研修の実施に当たっては都道府県、管内の研修受入施設等において、地域の         ヽ  
実情等を勘案し研修の受け入れ人数、研修期間、研修カリキュラム等を定め実  円   ヽ Lク■  

施することその際、小規模グループケアに関する実践的な研修に加え、複数施   
設の職員を集めて行う事例研究を含む合同研修や都道府県等合同による広域研修   

等を含んでもよいこととする。  

③都道府県等は研修の実施について、管内施設に射し、周知を図るとともにそ     Lク■  
の参加の勧奨に努めること。  

④地域の実情や研修内容に応じて一部通いの研修も対象として差し支えないこ   Lき′  

と。  
⑤いわゆる日帰りでの施設見学のみを実施するような研修は対象としない。  
⑥年度を通じて研修の実施がない場合は指定を取り消すこと。  
⑦研修に係る費用については「子育て支援対策臨時特例交付金（安心子ども基金）   望クヽ－′ヽ    ヽ  

の運用について」（平成21年7月1日21文科初第6269号文部科学省初等中   」  

等教虫局長通知及び雇児発0701第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長’   円P  

知）の「児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業」（以下、「基金」と  

1
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いう。）を活用して差し支えないこと。ただし、基金の活用については、事業実施  

期限までとすること。  
「   
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（別紙3）   （別紙3）  

情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア実施指針  情緒障害児短期治療施設における小規模グループケア実施指針  

1，設備等  1．設備等   

小規模なグループによるケアを行う場合には、入所している子どもの日常生活に必  （1）小規模なグループによるケアを行う場合には、入所している子どもの日常生活に   

要な居室、台所、居間、食堂、浴室及び便所等の設備を有していること及び専用の出  必要な居室、台所、居間、食堂、浴室及び便所等の設備を有していること及び専用の出   

入口が望ましいこと。   入口が望ましいこと。   

（2） 削除  （2）（1）によりがたい場合（例えば、浴室がないなど）は、小規模グループの中で入 

所している子どもが相互交流できる場所を有する等設備上の工夫を行い、平成21年度  

までに、施設外でのケア又は施設の改修を行うことについての具体的な計画を提出する  

とともに、都道府県・（指定都市及び児童相談所設置市を含む。）に申請し、指定された場  

合に実施できるものとする。  

2．人数（略）   2．人数（略）   

3，職員  （略）   3．職員  （略）   

4．留意事項   4．留意事項   

（1）   （略）   （1）  （略）   

（2） （略）  （2）   （略）   

（3）小規模グループケア実施要綱別紙4の9の（2）③「′」、規模グループケアに関す  

る研修」は、以下の通りとすること。  

①研修の受け入れ施設は、おおむね3～4日程度以上で宿泊研修を含み、小規模  

グループケアに関する実践的な研修が実施できる体制が整っていること。  

②研修の実施に当たっては、都道府県、管内の研修受入施設等において、地域の  
実情等を勘案し、研修の受け入れ人数、研修期間、研修カリキュラム等を定め実  
施すること。その際、小規模グループケアに関する実疲的な研修に加え、複数施  

設の職員を集めて行う事例研究を含む合同研修や都道府県等合同による広域研修  
等を含んでもよいこととする。  

③都道府県等は、研修の実施について、管内施設に対し三周知を図るとともにそ  

の参加の勧奨に努めること。  

④地域の実情や研修内容に応じて、一部通いの研修も対象として差し支えないこ  
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と。  

⑤いわゆる日帰りでの施設見学のみを実施するような研修は対象としない。  

⑥年度を通じて研修の実施がない場合は指定を取り消すこと。  

⑦研修に係る費用については、「子育て支援対策臨時特例交付金（安心子ども基金）   

の運用について」（平成21年7月1日21文科初第6こ269号文部科学省初等中  

等教育局長通知及び雇児発0701第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通  
知）の「児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業」（以下、「基金」と  

いうn）を活用して差し支えないこと。ただし、基金の活用については、事業実施  

期限までとすること。  

」旦L被虐鱒児個別対応職員を配置している児童養護施設にあっては、施設全体の虐待       」＿呈⊥被虐待児個別対応職員を配置している児童養護施設にあっては、施設全体の虐待   
を重けた子どものケアを行うことが本務であるので、小規模グループケアによるケ   を受けた子どものケアを行うことが本務であるので、小規模グループケアによるケ   

アに偏ることのないように留意すること。   アに偏ることのないように留意すること。   

－
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（別紙4）   （別紙4）   

児童自立支援施設における小規模グループケア実施指針   児童自立支援施設における小規模グループケア実施指針   

1．設備等   1．設備等   

小規模なグループによるケアを行う場合には、入所してレ；る子どもの日常生活に必  （1）小規模なグル∵プによるケアを行う場合には、入所している子どもの日常生活に   

要な居室、台所、居間、食堂、浴室及び便所等の設備を有していること及び専用の出  必要な居室、台所、居間、食堂、浴室及び便所等の設備を有していること及び専用の出   
入口が望ま．しいこと。   入口が望ましいこと。   

（2） 削除  （2）（1）によりがたい瘍合（例えば、浴室がないなど）は、小規模グループの中で入  

所している子どもが相互交流できる場所を有する等設備上の工夫を行い、平成21年度  

までに、施設外でのケア又は施設の改修を行うことについての具体的な計画を提出する  

とともに、都道府県（指定都市及び児童相談所設置市を含む。）に申請し、指定された場  

合に実施できるものとする。  

2．人数（略）  2．人数（略）   

3，職員  （略）   3．職員  （略）   

4．留意事項   4．留意事項   

（略）   （1）  （略）   （1）  

（云） （略）  （2）  （略）   

（3）小規模グループケア実施要綱別紙4の9の（2）③「小規模グループケアに関す  

る研修」‘は＼以下の通りとすること。  

①研修の受け入れ施設は、おおむね3～4日程度以上で宿泊研修を含み、小規模  

グループケアに関する実践的な研修が実施できる体制が整っていること。  

②研修の実施に当たっては、都道府県、管内の研修受入施設等において、地域の  

実情等を勘奏し、研修の受け入れ人数、研修期間、研修カリキュラム等を定め実  
施すること。その際、小規模グループケアに関する実践的な研修に加え、複数施  

員を集めて行う事例研究を含む合同研修や都道府県等合同による広域研修  

等を含んでもよいこととする。  

③都道府県等は、研修の実施について、管内施設に対し周知を図るとともにそ  
の参加の勧奨に努めること。  
④地域の実情や研修内容に応じて、一部通いの研墜も対象として差し支えないこ  

と。   
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⑤いわゆる日帰りでの施設見学のみを実施するような研修は対象としない。  
⑥年度を通じて研修の実施がない場合は指定を取り消すこと。  
⑦研修に係る費用については、「子育て支援対策臨時特例交付金（安心子ども基金）   
の運用について」（平成21年7月1日21文科初第6269号文部科学省初等中  
等教育局長通知及び雇児発0701第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通  
知）の「児童養護施設等の職員の資質向上のための研修事業t（以下、「基金」と  
いう。）を活用して差し支えないこと。ただし、基金の活用については、事業実施  
期限までとすること。  

（3）被虐待児個別対応職員を配置している児童養護施設にあっては、施設全体の虐待       （4）被虐待児個別対応職員を配置している児童養護施設にあっては、施設全体の虐待   
を受けた子どものケアを行うことが本務であるので、小規模グループケアに を受けた子どものケアを行うことが本務であるので、小規模グループケアによるケ   
アに偏ることのないように留意すること。   アに偏ることのないように留意すること。   
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